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バイオ科学技術は、新産業創出の源泉となるのみならず、国民の生命・健康

を守り、地球・生活環境を改善し、国民の生活に直結する「生活基本科学技術」

であり、国が中心となって積極的に研究開発とイノベーションを推進し、その

成果を国民に還元するべきである。こうした認識の下、バイオ科学技術を推進

するに当たっては、以下のことが重要であると考える。 
① 国民生活と密着した健康・予防や環境などの国民視点の問題を重視する。 
② バイオ科学技術を、実用化や産業の国際競争力強化に結びつけるイノベーシ

ョンの加速。 
③ バイオ科学技術及びその成果の活用に関する国民理解を増進する。 
この考えを踏まえ、第３期科学技術基本計画においては、次の３点を重点的

に推進すべきである。 
 
 
１．バイオ科学技術は「QOL（Quality of life）向上・疾病予防型」、「資源循環
型」の経済・社会実現に不可欠であり、政府として積極的に研究開発を推進

することが必要。 
 
（１）高齢化社会に対応する「QOL向上・疾病予防型」経済・社会実現のため
の研究開発の推進。 
「QOL向上・疾病予防型」に対応できるバイオ研究開発は、「健康寿命の延
伸」、「患者を減らし国民医療費増加を抑制」、「健康バイオ産業創造による経

済活性化」の一石三鳥を目指すことができる。この実現のために、予防、診

断、治療の研究開発において、バランス取れた推進政策が重要である。 
例：ポストゲノム応用研究、新規創薬基礎技術（ファーマコジェノミクス、
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RNAｉ、抗体技術など）、医食・医農連携（科学的証明研究）、機能性
食品、バイオマーカー（各種疾病マーカー）、早期診断技術（バイオセ

ンサー、診断機器開発）、医工連携（機器開発）、再生医療等。 
（２）地球温暖化防止に関する京都議定書による国際公約を守り、「資源循環型」

経済・社会を実現するための研究開発の推進。 
  バイオ技術を利用した３つの転換（バイオ原料転換、バイオプロセス転換、

バイオ製品転換）を推進し、産業の構造を革新できる研究開発が重要。さ

らに、転換技術の有効性を示す実証研究を推進することが必要。 
例：バイオマス利活用、バイオプロセス技術、植物原料を用いるＣＯ２循環

型バイオ製品技術開発、生分解性プラスチック利用・実証等。 
（３）「基礎研究から応用・実用化までシームレスでバランスのとれた研究開発」

と「出口を意識した研究開発」の推進。 
例：ゲノム研究・情報を創薬、創食など、製品・サービス開発に結びつける

トランスレーショナル研究。環境浄化を利用目的としたバイオ研究開発

等。 
 
 
２．バイオ研究開発の成果を、国民生活向上と経済の持続的発展の同時実現に

結びつけるイノベーション・インフラの整備。 
 
バイオ科学技術を早期に実用化し、国際競争力を強化するため、その基礎・

基盤となる研究とインフラを充実させる必要がある。 
（１）生物資源問題・生物情報問題への適切・迅速な対応。（生物資源における

国際協力、生物遺伝資源バンクの充実、統合データベース構築） 
（２）バイオ関連特許の円滑な活用と流通の推進。（リサーチツール・試験研究

における取り扱い、医療関連特許、遺伝子特許などのあり方） 
（３）イノベーションを強く意識した産学官連携の一層の推進。（人材育成、バ

イオベンチャー・クラスター支援、中小企業技術革新制度(SBIR)充実） 
（４）機能性食品などを含む「医食連携」に基づく新しい分野への対応。（ニュ

ートリジェノミクスの研究推進、健康・予防効果等に関する科学的評価基
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準・標準の策定） 
（５）ＥＳ細胞の発生や分化に関する研究の推進とそのための基盤整備。 
（６）新産業推進を意識した標準化（遺伝子検査、測定技術、診断技術、カル

テの電子化）の推進。 
 
 
３．国民理解の推進 

 
先端バイオ科学技術研究開発を円滑に推進し、速やかに広く成果を国民に還

元するためには、「先端バイオ科学技術と社会とのかかわり」に産学官が強い関

心を持ち、国民理解を推進することが重要である。生命固有の倫理問題、個人

遺伝情報問題などへの適切な対応も、国民理解の重要な課題である。 
具体的な重要課題は以下の通りである。 
（１） 政府による国民理解総合プログラムの策定。 
（２） バイオリテラシーの向上・リスクコミュニケーションの推進。 
バイオ関係者と国民の交流機会の飛躍的拡大（例：１００倍計画）。研究者

と一般人の両者の意識、考え方の相互理解を深める「バイオサイエンス・メ

ディエーション」活動の推進。バイオコミュニケーターの育成。 
（３）安全、環境に関する科学的裏付けや根拠となる研究の拡充・推進。安全

規制科学、倫理問題の研究促進。ＥＬＳＩ予算の増強、充実（例：国のポ

ストゲノム研究開発費の３－５％割当て）。 
（４）バイオ教育の充実 
小中高バイオ教育の充実、バイオ教育コンテンツの作成と活用、教師へのバ

イオ教育の充実（例：バイオティーチャー育成プログラム）、国際生物学オ

リンピックの支援・推進等。 
 

以上 


